
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和６年度

整備管理者選任後研修

京都運輸支局 検査整備保安部門

○ 携帯電話はマナーモードに設定の上、
会場内での通話はご遠慮ください。



交通事故による死者、負傷者数等の推移
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図１．２ 交通事故による死者、負傷者数等の推移
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交通事故発生状況（事故報告件数）

全国の事業用自動車の車両故障の車齢別発生状況
（令和2年）
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図２．３ 事業用自動車の車齢別発生状況（令和２年）



全国の事業用自動車の車両故障の車齢別発生状況
トラック（令和２年）

交通事故発生状況（トラック事故報告件数）
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故障箇所の状況（令和２年）

故障箇所及び車齢別の発生状況

図２．７ 故障箇所の状況 （令和２年）



故障箇所及び車齢別の発生状況

車齢別の故障箇所の状況（令和２年）

図２．８ 車齢別の故障箇所の状況（令和２年）



交通事故発生状況（事故報告件数）

近畿運輸局管内の事業用自動車の事故概要

平成３０年より全体的に減少している

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

合計 786 785 876 779 683

トラック 191 203 263 206 221

ハイ・タク 108 78 92 75 58

バス 487 504 521 498 404
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事故報告書届出状況の推移



交通事故発生状況（事故報告件数）

近畿運輸局管内の事業用自動車の種類別届出件数（６８３件）

車両故障395
57.8%

死傷96
14.1%

衝突87
12.7%

火災24
3.5%

健康起因20
2.9%

転覆14
2.0%

転落13
1.9%

車内12
1.8%

酒気帯び6
0.9%

交通障害6
0.9%

救護違反3
0.4%

無資格2
0.3%

踏切1
0.1%

無免許1
0.1%

その他3
0.4%

事故種類別件数（683件）

※その他6項目

資料：令和２年度中の事業用自動車の交通事故等の概況（近畿運輸局）



大雪に対する輸送の安全確保について



冬用タイヤの安全性を確認することが

ルール化されました。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用
について」の一部改正

・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤにつ
いて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よ
りもすり減っていないことを確認しなければなりません。

・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点
呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなけ
ればなりません。

大雪に対する輸送の安全確保について



（整備管理者）

第３条の２ 点検整備
１．（１）②

シビアコンディション（雪道（冬用タイヤの溝の
深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超
えていないことの点検・整備を含む。）、塩害、
悪路走行、走行距離、登降坂路等）の対応で、

このうち、冬用タイヤの点検・整備は、日常点
検と合わせて点検するなど、雪道上の輸送の
安全を確保する必要がある。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及
び運用について （令和３年１月２６日施行）

大雪に対する輸送の安全確保について



国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度
の目安として、溝の深さが新品時の５０％まで
すり減った際にプラットホームが溝部分の表面
に現れます。

大雪に対する輸送の安全確保について



自動車用タイヤの摩耗限度について

13

タイヤの摩耗限度は１．６ｍｍ
です（保安基準）。



タイヤ溝深さと制動距離の関係

残り溝１．６ｍｍから急激に変化し
制動距離が長くなっていく

14



タイヤの適正使用について

タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時
にエアゲージで点検し自動車メーカーの指
定空気圧に調整して下さい。

自然漏洩により空気圧は低下するので、点
検時（最低１ヶ月に１度）に自動車メーカー
の指定空気圧に調整して下さい。

走行によって空気圧が上昇しても空気を抜
かないで下さい。

複輪タイヤの空気圧は同一に調整して下さ
い。

スペアタイヤの空気圧も最低１ヶ月に１度は
点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調
整して下さい。

Ｔタイプ応急用
タイヤの空気圧は

４２０ｋＰａ

タイヤの空気圧



定期交換部品の交換未実施による事故の防止について

令和元年９月、大型貨物自動車が下り坂を走行中、
制動不能状態に陥って暴走し、自動車７台に次々と
衝突し、歩行者１人を巻き込み川に転落しました。

この事故で当該大型貨物自動車の運転手が死亡し、
衝突された車に乗っていた７人と歩行者１人の計８
人が重軽傷を負った。



（図.２）事故車両のエアチャージホースの亀裂
資料提供：兵庫県警

（図.３）６年間使用したエアチャージホースの内部
資料提供：兵庫県警



車輪脱落事故統計



車輪脱落事故防止のために



車輪脱落事故防止のために

自動車の点検及び整備に関する手引きの改正概要

① 日常点検の実施の方法

・ホイール・ナットへのマーキングや
ホイールナットマーカーを活用した目
視によるホイール・ナット及びホイー
ル・ボルトの緩みの点検の明確化



車輪脱落事故防止のために

② 定期点検（３ヶ月ごと）の実施の方法
・新品から４年を経過したホイール・ボル
ト及びホイール・ナットを入念に点検する
ことを交換の目安として明記

③ 整備の実施の方法
・タイヤ交換手順の明確化

・タイヤ交換後の増し締めの実施手順の
明確化



車輪脱落事故統計（令和３年度）

年度別の大型車の車輪脱落事故の発生件数

大型車の車輪脱落事故の発生件数は、ここ数年増加傾向だったが、令和３年度
の車輪脱落事故発生件数は123件であり、令和２年度の131件より８件減少した。
車輪脱落事故に伴う人身事故は５件発生しており、近年で最多であった。
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※１ 車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動
車から脱落した事故
※２ 大型車の内、乗車定員30人以上の自動車の件数（H27年度：3件、H28年度：1件、H29年度：1件、H30年度：3件、H31/R1年度：1件、R2年度：0件、R3年度：2件）
出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告



車輪脱落事故統計（令和３年度）
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自動車から脱落した事故

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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自動車から脱落した事故

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告



車輪脱落事故統計（令和３年度）

左後輪タイヤの脱落が高いこと
の推定原因

○右折時は、比較的高い速度を保ったまま
旋回するため、遠心力により積み荷の荷
重が左輪に大きく働く。

○左折時は、低い速度であるが、左後輪が
ほとんど回転しない状態で旋回するため、
回転方向に対して垂直にタイヤがよじれ
るように力が働く。

○道路は中心部が高く作られている場合が
多いことから、車両が左（路肩側）に傾き、
左輪により大きな荷重がかかる。

前輪タイヤの脱落が少ないことの推定原因

○前輪は、ホイール・ボルトゆるみ等の異常が発生した場合には、ハンドルの振動等によ
り運転手が気付きやすい。

令和２年度
１３１件

左前輪

1件, 1%

右前輪

1件, 1%

左後輪

118件, 96%

右後輪

3件, 2%

令和３年度
１２３件

事故発生車両の車輪脱落箇所（令和３年度）



車輪脱落事故統計（令和３年度）

大型車ユーザー

64件, 52%

タイヤ業者等

34件, 28%

認証整備工場

24件, 19%

不明 1件, 

1%

令和３年度
１２３件

タイヤ脱着作業実施者別（令和３年度）



車輪脱落事故発生状況（令和３年度）

車歴別の車輪脱落事故の発生件数（平成29年度～令和３年度）

（件）
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初度登録年から４年を経過した大型車で多く発生

※車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損又はホイール・ナットの脱落により車輪が
自動車から脱落した事故

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告



防ぐためには・・・

① 規定トルクでの確実な締め付け

② タイヤ交換後、

50～100km走行後の増し締め

③ 日常点検での確実な確認

④ 専用ボルト及びナットの使用

車輪脱落事故



タイヤの脱落事故について



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

スペアタイヤ脱落注意



自動車点検基準の改正（スペアタイヤ取付等）

平成３０年１０月１日から施行

〔対象自動車〕
車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の大型自動車

３ヶ月ごとに行う点検項目が追加されています３ヶ月ごとに行う点検項目が追加されています

１．スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷

２．スペアタイヤの取付状態

３．ツールボックスの取付部の緩み及び損傷



スペアタイヤの取付状態

損傷

ねじれ

切断



ツールボックスの事例 ①



ツールボックスの事例 ②



ツールボックスの事例 ③



ツールボックスの事例 ④



大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン



大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン



チラシ等による確実な作業実施の依頼街頭検査等におけるナット緩みの確認

近畿運輸局等による確認

車輪脱落事故原因調査

各県トラック協会や整備振興会等の関係団体と運輸局等が連携して、運輸局独自作成チラシを活用した
大型車ユーザーへの周知・啓発や、トラックステーション等においてホイール・ナットの緩みの点検を実施

中国運輸局等による調査

車輪脱落事故防止キャンペーンの取組状況

39

大型車の車輪脱落事故防止「令和４年度緊急対策」

高速道路SAにおける周知・啓発

東北運輸局による各県チラシ作成

中部運輸局と岐阜県警との連携



エンジンオイルの劣化による車両火災

エンジンから発生する車両火災は、
エンジンオイルの劣化が多いと考えられる。



エンジンオイルの量と汚れを日常点検
によりチェックすること

エンジンオイルは、一定の期間又は
一定の走行距離ごとに交換すること

エンジンオイルの劣化による車両火災



ブレーキ関連部品劣化により
ブレーキ引きずり火災が増えています。

トレーラのブレーキ引きずり火災



原因
・駐車ブレーキ解除忘れ。

・バルブゴム部品の劣化。

・ブレーキチャンバーの劣化

エア漏れしているブレーキチャンバー

トレーラのブレーキ引きずり火災

定期交換部品（推奨例）

エアバルブのゴム部品：２年
毎
チャンバー：３年毎

ＰＣＶのラバーバルブの劣化



ＤＰＦ（黒煙除去フィルタ）等の正しい使用方法



ＤＰＦ（黒煙除去フィルタ）などの正しい使用方法

ＤＰＦ



ＤＰＦ（黒煙除去フィルタ）などの正しい使用方法

ＤＰＦ



ＤＰＦ（黒煙除去フィルタ）などの正しい使用方法

尿素ＳＣＲ



不正改造車を排除する運動



49

速度違反を助長する部品（不正改造例）

Ｌジョイント



運転者の視野遮へい物の装着禁止について



運転者の視野遮へい物の装着禁止について



自動車のリコール・不具合情報

・リコール情報検索 ・不具合情報ホットライン

・不具合情報検索 ・事故・火災情報検索

○お知らせ



重量オーバー 過積載運行



○お知らせ



○お知らせ



○お知らせ



○お知らせ



自動車事故報告書について

< 自動車事故報告規則 第2条 (11) >

○ ｢自動車の装置の故障により、自動車が運行で
きなくなったもの｣については、事故報告書の
提出が必要です

※ 運行できなくなったものとは

装置の不具合により自動車の運行を中止したもの
であって、運行を再開できなかったもの及び乗務
員以外の修理等により運行を再開したもの

自動車事故報告



整備管理者に関する届出について

(1) 選任届 ･･･ 15日以内

整備管理者を新しく選任した場合等

(2) 変更届 ･･･ 15日以内

整備管理者をAからBに変更した場合、
会社･営業所の名称が変わった場合等

(3) 廃止届 ･･･ 30日以内

営業所を廃止した場合等

※ 各種届出は営業所ごとに必要です

整備管理者の届出



インターネットの活用



ご静聴
ありがとうございました。



整備管理者選任後研修受講証

○受講証は名刺サイズとなります。
○氏名・生年月日・事業者名をご確認ください。

５

５

整備管理者選任後研修受講証


